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宇部市水道局広告掲載取扱要綱  

 

 

（目的）  

第１条  この要綱は、水道局（以下「局」という。）の財産を広告媒

体として活用することにより、局の新たな財源を確保するとともに

市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、必要な事項を

定めるものとする。  

（広告掲載の対象）  

第２条  広告掲載の対象となる局の財産は、次に掲げるもののうち、

局が広告媒体として活用することを決定したものとする。  

 （１）局が発行する印刷物  

 （２）局のウェブページ  

 （３）前号に掲げるもののほか、水道事業管理者（以下「管理者」

という。）が広告媒体として活用することができると認め たもの  

（規制業種又は事業者）  

第３条  次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、掲

載しない。  

 （１）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）で風俗営業と規定される業種  

 （２）風俗営業類似の業種  

 （３）消費者金融  

 （４）ギャンブルにかかるもの  

 （５）前号に掲げるもののほか、管理者が広告掲載を承認すること

が不適当と認めるもの  

（広告掲載基準）  

第４条  次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。  

 （１）法令等に違反する広告又はそのおそれがある広告  

 （２）公序良俗に反する広告又はそのおそれがある広告  

 （３）政治性のある広告  

 （４）宗教性のある広告  

 （５）社会問題についての主義主張を含む広告  

 （６）個人又は法人の名刺広告  

 （７）掲載希望者の代表者等の写真を含む広告  



 （８）商品先物取引に関する広告  

（９）不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４条）

第５条第１項各号に掲げる表示に該当すると認められる広告  

 （１０）医薬品、化粧品等でその広告の内容が虚偽又は誇大である

もの  

 （１１）美観風致を害するおそれがある広告  

 （１２）公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがある広告  

 （１３）前号に掲げるもののほか、管理者が広告掲載をすることが

不適当と認めるもの  

２  前項に定めるもののほか、広告掲載基準に関し必要な事項は、広

告媒体を所管する部署（以下「所管部署」という。）において別に定

める。  

（審査機関）  

第５条  広告掲載の可否、広告掲載料、広告内容等に関して審査する

ため、宇部市水道局広告掲載審査委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。  

２  委員会の構成は、管理者が別に定める。  

（広告掲載の募集）  

第６条  広告掲載の募集は、原則として、局ウェブサイト等を活用し、

公募により行うものとする。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの方法により広告

の募集ができるものとする。  

 （１）公募による応募者の数が募集の数に満たない場合は、第３条

及び第４条の規定を踏まえ、直接、広告掲載の依頼を行う。  

 （２）第１８条に規定する方法により募集する。  

 （３）その他管理者が特に認めたときは、直接、広告掲載の依頼を

行う。  

（広告の掲載順位）  

第７条  同一の広告媒体について、掲載希望者が複数ある場合は、掲

載する広告の順位は、所管部署において定める基準により決定する。 

（広告掲載の申込み）  

第８条  掲載希望者は、宇部市水道局広告掲載申込書（様式第１号）

により、指定された期間内に広告原稿を添えて申し込むこととする。 

２  掲載希望者は、広告原稿を自己の責任及び負担において作成する。 

３  物件の買入れ等にかかる競争入札参加資格の審査申込みをしてい

ない掲載希望者には、申込みの際、必要に応じて、業務内容等がわ

かるものの提示を求めることができる。  

（広告の掲載場所、規格等）  



第９条  広告の掲載場所、規格等は、所管部署において定めるものと

する。  

（所管部署において定める取扱基準）  

第１０条  前条の基準のほか、色彩及びデザイン、掲載の時期及び期

間その他の広告掲載の取扱いに関する必要な事項は、所管部署にお

いて別に基準を定めるものとする。  

２  所管部署は、前項の基準により広告掲載に係る事務を処理するも

のとする。  

（広告掲載の決定等）  

第１１条  委員会は、第８条の規定による広告掲載の申込みがあった

場合には、第４条に規定する広告掲載基準及び第１０ 条に規定する

取扱基準に基づいて、広告掲載の内容等を審査し、管理者がその可

否を決定するものとする。  

２  管理者は、広告の掲載又は非掲載を決定したときは、宇部市水道

局広告掲載決定通知書（様式第２号）又は宇部市水道局広告非掲載

決定通知書（様式第３号）により掲載希望者に通知するものとする。  

（広告掲載の手続）  

第１２条  掲載希望者は、別に定める様式により、局と契約を締結す

るものとする。  

２  掲載希望者は、所管部署が指定する期日までに、掲載しようとす

る広告の版下原稿を提出するものとする。  

（広告掲載の取下げ）  

第１３条  広告掲載者が、自己の都合により広告掲載を取り下げると

きは、契約締結まではこれを認める。  

２  前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、掲載希望者は、

宇部市水道局広告掲載取下げ申出書（様式第４号）により管理者に

申し出なければならない。  

３  広告掲載の取り下げに係る費用は、掲載希望者の負担とする。  

（広告の掲載料）  

第１４条  広告の掲載料は、委員会で審査し、管理者が決定する。  

（広告掲載料の納付及び経費の負担）  

第１５条  広告の掲載料は、第１２条の契約の締結後、管理者が指定

する期日までに納付するものとする。ただし、管理者が特別の理由

があると認めたときは、この限りでない。  

２  広告の版下原稿の作成費用は、掲載希望者の負担とする。  

（広告掲載の決定の取消し等）  

第１６条  管理者は、指定する期日までに掲載希望者が版下原稿を提

出しないとき若しくは広告掲載料を納付しなかったとき又は広告掲



載に係る事業の進行に支障があると認めたときは、第１１条の決定

を取り消すことができる。  

２  管理者は、前項の規定により広告掲載を取り消したことにより広

告掲載者に損害が生ずることになっても、その損害の責を負わない

ものとする。  

（広告掲載料の返還）  

第１７条  第１２条の契約締結後、既納の広告の掲載料は、返還しな

い。ただし、掲載希望者の責めに帰さない理由により、広告掲載が

できなくなったときは、既納の広告の掲載料は、返還するものとす

る。  

２  前項の規定により還付する広告の掲載料には、利子は付さない。  

（広告代理店等への業務委託）  

第１８条  管理者は、第６条から第１６条までの規定に係る業務を広

告代理店その他管理者が適当と認める者（以下「広告代理店等」と

いう。）に委託することができる。  

２  広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載の取扱いに

関する事項は、所管部署において別に定めるものとする。  

（物品の受入れ）  

第１９条  管理者は、第６条から第１２条までの規定にかかわらず、

掲載希望者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受け入

れることができるものとする。  

２  前項の規定による物品の受入れは、委員会で審査し、管理者がそ

の可否を決定するものとする。  

３  管理者は、第１項の規定による物品の受入れをすることとした場

合は、掲載希望者と当該物品の作成及び受入れに関する書面を交換

するものとする。  

（掲載希望者の責務）  

第２０条  掲載希望者は、掲載した内容について、一切の責任を負う

ものとする。  

２  掲載希望者は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、

掲載希望者の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。 

３  掲載希望者の責に帰すべき理由により掲載広告が適当でなくなっ

たときは、掲載希望者は、当該広告を掲載している広報物等に与え

た損害額に対して賠償の責を負うものとする。  

（その他）  

第２１条  この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、

管理者が別に定める。  

   附  則  



（施行期日）  

１  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

（宇部市上下水道局広告掲載取扱要綱の廃止）  

２  宇部市上下水道局広告掲載取扱要綱 （平成３０年上下水道局要綱）

は、廃止する。  

（施行期日）  

１  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 

 


